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船舶事故調査報告書 

 

                             令和４年１１月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（海洋生物） 

発生日時 令和３年８月１１日 １６時１０分ごろ 

発生場所 新潟県佐渡市小木
お ぎ

港南方沖 

 小木港東第２防波堤灯台から真方位１７８°１３.４海里（Ｍ）付 

 近 

 （概位 北緯３７°３５.４′ 東経１３８°１８.３′） 

事故の概要 旅客船ぎんがは、南進中、海洋生物に衝突した。 

ぎんがは、船首部ストラッドの衝撃緩衝装置が作動して伸びが生じ

た。 

事故調査の経過 令和３年８月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客船 ぎんが、２７７.３２トン 

 １２００６３、佐渡汽船株式会社（Ａ社） 

 ２３.４４（Lr）ｍ×８.５３ｍ×２.５９ｍ、軽合金 

 ガスタービン機関２基、５５８９.９kＷ（合計）、１９７９年１１月 

 乗組員等に関する情報 船長 ４８歳 

 一級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 令和３年３月２５日 

  免 状 交 付 年 月 日 令和３年３月２５日 

  免状有効期間満了日 令和８年３月２４日 

航海士 ２８歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成２６年３月２６日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成３１年１月２８日 

  免状有効期間満了日 令和６年３月２５日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首部ストラッドの左舷及び右舷衝撃緩衝装置に伸び 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：うねり 波向北北西、波高約１.５ｍ 

 事故の経過 本船は、ジェットフォイルと称する全没翼型水中翼船で、船長及び

航海士ほか２人が乗り組み、旅客２５人を乗せ、令和３年８月１１日
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１５時４５分ごろ、新潟県上越市直江津港に向けて小木港を出港し

た。 

船長は、小木港内を東進しながら艇走*1状態から増速して離水し、

１５時５０分ごろ浮上したあと、小木港東第２防波堤先端を右舷側に

見ながら針路を真方位１８３°とし、約３５ノット（kn）の速力（対

地速力、以下同じ。）で、小木港と直江津港間の第１基準航路を自動操

舵により翼走*2を開始した。 

航海士は、出港配置である船橋右舷側の椅子に腰を掛け、目視及び

レーダーによる見張りを行っていたが、本船が小木港東第２防波堤か

ら南方に約３Ｍ離れたところで船内巡視を開始し、１６時０５分ごろ

に船橋に戻り、船橋中央で操船している船長から船橋当直を引き継い

だ。（図１参照） 

  

 

 

 

 

 

 

図１ 事故当時の船橋配員状況 

 

本船は、１６時１０分ごろ航海士が自動操舵で操縦ハンドルを操作

していないとき、船首部に突然衝撃を受けて減速を始め、翼走から艇

走となった。 

船長は、衝撃を感じた直後、何かと衝突した旨の船内放送を行い、

乗組員に負傷者の有無及び船体の損傷の有無を確認させ、Ａ社運航管

理者に船舶電話で本事故が発生した旨の報告を行った。 

船長は、旅客に異状がなく、本船の各区画に浸水及び作動油の漏れ

等がないことを確認したあと、再度増速して離水を試みたができず、

艇走で直江津港に向かった。 

本船は、１６時５０分ごろＡ社と故障探求を行い、再度離水しよう

としたができず、１７時０９分ごろ船首部水中翼ストラッドの衝撃緩

衝装置を確認したところ、両舷の同装置が伸びていることを確認し、

翼走航行を断念して艇走で直江津港に向かい１８時２４分ごろ同港に

入港した。（図２参照） 

 

 

                             
*1  「艇走」とは、船体を海面に着水させて航行する形態をいう。 
*2  「翼走」とは、船首部及び船尾部にそれぞれ装備された水中翼装置の揚力で船体を海面上に浮上させて航行す

る形態をいう。 

船長 

機関長 航海士 

機関士 
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図２ 船首部ストラッド衝撃緩衝装置の作動状況 

 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 Ａ社は、令和元年１０月１日にジェットフォイル安全運航マニュア

ルを改正して鯨類等への警戒についての項目を追記し、減速区間を３７

kn 以下の速力とすることを定め、乗客・乗員へのシートベルトの着用

の徹底を行っていた。 

Ａ社は、シートベルトの身体への密着性を向上させるため、バック

ル部の不要部分であったゴムカバーを取り外していた。 

本船は、本事故時、鯨類等を警戒する減速区間を延長して約３５kn

の速力で航行していた。 

Ａ社は、本事故後、本船船首部水中翼フラップに挟まった付着物の

検体検査を新潟市内の水族館に依頼し、色や臭いから生体ではなく時

間が経過した鯨等の筋との見解を得た。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

写真１ 本船船首部水中翼フラップに挟まった付着物 

 

Ａ社運航管理者は、本事故後、船首部ストラッド衝撃緩衝装置が作

動したのは、前路に浮遊していた海洋生物との衝突によるものだと思っ

左舷側衝撃緩衝装置 

右舷側衝撃緩衝装置 
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た。 

運輸安全委員会は、平成３１年３月９日に本船が水中浮遊物と衝突

し、旅客１０８人及び乗組員１人を含む乗船者が負傷した事故につい

て、令和２年３月２６日に事故調査報告書を公表した。 

この事故について、事故調査報告書の再発防止策には次のことが記

載されている。 

５ 再発防止策（抜粋） 

本事故は、姫埼東方沖において、本船が減速区間を通過したのち翼

走して西進中、船長が、左舷船首方至近の海中に本件水中浮遊物を初

めて視認した際、本船の回避可能な距離よりも近距離であったことに

より、回避操作を行ったものの避けることができず、本件水中浮遊物

と後部フォイルとが衝突したため、多数の旅客が腰椎骨折等を負った

ものと考えられる。 

 多数の旅客が腰椎骨折等を負ったのは、船尾部船底が海面に打ち付

けられ、旅客が強い衝撃を受けたことによるものと考えられる。 

 したがって、Ａ社及び本船乗組員を含めジェットフォイルの乗組

員、運航者及び船舶所有者は、水中浮遊物の可能性がある海洋生物、

流木等を対象として、次の対策を講じることにより、同種事故の再発

防止及び同種事故による被害の拡大を防止することが必要であると考

えられる。 

(3) 操船者は、避航が難しいと判断したときは、後部フォイルに

海洋生物、流木等が衝突した場合、旅客にかかる衝撃が大きいこ

とから、後部フォイルへの海洋生物、流木等の衝突リスクを軽減

するため、直ちに推力を全速力後進とし、翼深度を深くするとと

もに舵を中央とする操船に努めること。 

(5) 船舶所有者は、翼走中、海洋生物、流木等が衝突した場合に

おいても、旅客が後方向の加速度により負傷することがないよう

座席背面に緩衝材を取り付ける等の対策を講じること。また、着

座時の旅客の直立姿勢を保持するとともに、旅客が前席の背面に

ぶつからないよう３点式シートベルト等を装備することが望まし

い。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

なし 

なし 

本船は、小木港南方沖を翼走航行して南進中、航海士が自動操舵で

操縦ハンドルを操作していないとき、前路に浮流していた海洋生物に

衝突したものと考えられる。 

本船は、船首部ストラッド衝撃緩衝装置が作動して翼走ができなく

なったこと、及び船首部水中翼フラップに生体ではなく時間が経過し



- 5 - 

た鯨等の筋が付着していたことから、死んで浮流していた海洋生物と

衝突した可能性があると考えられる。 

本船は、本事故時、約３５kn の速力で減速航行し、シートベルトは

バックル部の不要部分であったゴムカバーを取り外してシートベルト

の身体への密着性が向上していたこと、旅客全員がシートベルトを着

用していたこと、及び航海士が自動操舵で操縦ハンドルを操作してい

なかったことから、浮流した海洋生物に衝突した際、旅客への衝撃の

低減と後部フォイルとの衝突回避となり、負傷者が発生しなかったも

のと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、小木港南方沖を翼走航行して南進中、航海士が

自動操舵で操縦ハンドルを操作していないとき、前路に浮流していた

海洋生物に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 Ａ社は、本事故の再発防止策として、大きな衝撃を受けて着水した

場合は、必ず最初に衝撃緩衝装置の点検を行い、以後の翼走航行の可

否について速やかに判断すること、及び新人教育の際、衝撃緩衝装置

が伸びた場合の判断方法を教育することとした。 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・運航管理者及び船長は、引き続き、鯨類や漂流物等の目標情報を

収集し、情報の共有に努めること。 

・操船者は、鯨類や漂流物等との避航が難しいと判断したときは、

後部フォイルに鯨類や漂流物等と衝突した場合、旅客にかかる衝

撃が大きいことから、衝突リスクを軽減するため、直ちに推力を

全速力後進とし、翼深度を深くするとともに、舵を中央とする操

船に努めること。 

・船長は、海洋生物の目標情報がある場合には、引き続き、翼走が

可能な範囲で減速航行するとともに、乗組員が客室の巡回を行

い、旅客に対してシートベルトの着用の徹底等を図ること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


